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 企画部 

１、紀淡連絡道路構想への参画はやめ期成同盟会への負担金などの支出は見直されたい。

２、交通渋滞を緩和するためにも、市の施策としてバス料金の引き下げ等に努力し、公共    

交通機関の利便性を向上されたい。 

３、車イスや身体障害者も利用できる低床バス､リフトバス等の増車を進められたい。 

４、紀伊駅周辺の整備については関係機関との協議を早急に進められたい。 

５、高齢者や障害者が利用しやすいように、市内の駅と周辺整備を進められたい。 

６、有功の西・東ニュータウン、サンシャイン紀ノ川台にバス路線を直川用地への連絡も

含めてつくるよう、働きかけられたい。またコミュニティバスの運行を検討されたい。 

７、コンピューターの管理委託を各部局まかせにしないよう、見直しを進められたい。 

  業者のいいなりでなく専門職を配置されたい。 

８、ぶらくり丁のボートピア計画に反対されたい。 

９、北インターチェンジについては、対費用効果など総合的に判断し見直されたい。 
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 総務部 

１、職員採用に当たっては､職員年齢階層に断層を作らないような見直しを行うこと、行政

需要・長期計画に見合う人員採用計画と配置計画を持つようにし､人員削減計画を前提

としないようにされたい。また､生活保護担当のケースワーカーなど現在でも足らない

部署は早急に増員されたい。 

２、資格が必要な職場には資格を持つ職員を配置されたい。資格・経験を生かした幹部配

置をされたい。 

３、アルバイト職員の雇い入れは目的、期限、公務員との職務分限を明確にし、通常の窓

口での市民対応やプライバシーに関する事務は公務員で行うようにされたい。 

４、再任用制度についてはいろいろ問題がでており、一定の見直しをされたい。 

５、女性職員の管理職への登用については具体的な数値目標をあげて積極的に進められた

い。 
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 財政部 

１、保育所、義務教育費、生活保護費など、国が責任をはたすべき福祉・教育分野での国

庫補助負担金削減をおこなわないよう、国に意見をあげられたい。地方交付税の減額

は２００３年度の水準に戻すよう、国に要求されたい。 

２、国庫補助事業における市の超過負担についてはとりわけ市民生活関連の事業である住

宅､公園などの解消を国に強力に働きかけられたい。 

３、県工事負担金の解消に引き続き努力されたい。 

４、高金利となっている地方債の借り替え及び繰り上げ償還を推進するために国への働き

かけを強められたい。 

５、生活関連予算を増やされたい。 

６、設計工事完了時の提出書類のうち「建設工事管理指針（社団法人公共建設協会編上下

巻）」の提出は廃止されたい。 
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  市民部 

１、自治会が設置する防犯灯の設置及び電気代の補助を引き上げられたい。 

２、地区会館の利用規則を改め議会報告会や市民誰もが利用できるようにされたい。 

３、国民健康保険料の中間所得者の負担軽減をすすめられたい。失業、倒産などによる所

得の激減には当年度の国保料を減免されたい。一部自己負担金の減免制度については、

条例化されたい。 

５、国民健康保険の資格証明書は、特別な事情がないと確認された場合のみに限定された

い。福祉医療受給者への発行は、法で定められているように発行はやめられたい。 

６、国民健康保険加入の６７～６９歳の老人医療費助成対象者、前期高齢者が負担限度額

をこえた場合、本人への通知や償還払い手続きの簡素化など加入者の負担軽減に努め

られたい。 

７、国民健康保険の人間ドックの拡充など保健事業の充実に努められたい。 

８、文化会館、福祉館などを公共施設として利用できるシステムを市が主体的につくられ

たい。  

９、戦争の記録・情報の収集をすすめ、市民への情報発信や憲法の普及など平和行政の拡

充をすすめられたい。 

 



 5

 福祉保健部 

１、公衆浴場の設備補助の拡充や運営についての補助も実施されたい。 

２、河西地区など公衆浴場のないところには、公衆浴場設置にむけて努力されたい。 

３、特別養護老人ホームの待機者が２７９１人をこえており、特別養護老人ホームを増床

されたい。入所待機者には在宅でも生活できるだけの介護サービスを受けられるよう

に、サービス供給を充実されたい。 

４、改定介護保険法のもとで利用者の実態を明らかにし介護予防の施策を充実されたい。 

５、介護保険の福祉用具購入、住宅改修について受領者委任払い制度を早期に実施された

い。 

６、高額介護サービス費について受領者委任払い制度を実施されたい。 

７、夜間休日応急センターの小児科の体制強化に努められたい。 

８、市は、小規模障害者作業所への果たすべき責任を明確にし、運営支援の補助金を増額

されたい。 

９、障害者施設の増設と運営補助の増額に努められたい。小規模通所授産施設の建設に対

する助成を継続されたい。小規模作業所については土地提供など創設に対する補助・

支援をおこなわれたい。グループホーム立ち上げ時の補助をおこなわれたい。 

10、高齢者、障害者など福祉住宅の増設計画を持たれたい。 

11、福祉タクシー券の交付枚数を増やされたい。 

12、電動三輪車を高齢者の日常生活用具に加えられたい。 

13、生活保護課のケースワーカーの増員と研修の充実をすすめられたい。生活保護の決定

が法定期限を大幅に超えるケースが多く、申請者の生存に関わる問題となっており、

期限を守れるようにされたい。 

14、重身医療の対象を入院、外来とも３級まで拡大されたい。とりわけ在宅酸素療法の方

への医療費補助をおこなわれたい。また訪問看護も対象にされたい。 

16、６７～６９歳の老人医療費助成対象者が負担限度額をこえた場合現物給付をはかられ

たい。 

17、入院時食事療養費助成制度を非課税世帯は全額補助にもどされたい。 

18、高齢者福祉施策で軽度生活支援制度を実施されたい。 

19、理容サービスの回数（年２回）を増やされたい。 

20、配食、給食サービスは適温適時にできるようにされたい。 

21、紙おむつ給付事業は入院患者にも適用されたい。 

22、保育について 

①公立保育所での特別保育事業を拡充し、安易な民間委託はしないようにされたい。ま

た､必要な人員は正職員を配置されたい。 

②障害児保育のための加配は正職員を配置されたい。 

③無認可保育所へ交付している｢保育特別交付金｣は１保育所あたりあるいは１児童あ

たりの運営交付金とされたい。 
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④児童の安全のための機器の取り付けは補助金を交付している無認可保育所も補助の対

象とされたい。 

⑤保育料減免の範囲を拡充し、障害児通園施設へ通園している子どもと保育所に通う子

どもを持っている世帯にも適応されたい。 

⑥障害児通園施設に通園している子どもの給食費について市独自の減免制度を設けら

れたい。 

23、障害児学童保育への補助金を実態に見合った額に増額されたい。 

24、母子寮を建て替えて間取りの拡張、入浴設備の設置など生活環境の改善をすすめられ

たい。 

25、東部地区への保健センターの設置をすすめられたい。 

26、食品衛生監視員の増員に努められたい。 

27、生活福祉資金を復活されたい。 
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 生活環境部 

１、ゴミ処理計画を見直し、リデュース、リユース、リサイクルを促進されたい。 

２、市民参加でゴミ減量、分別にとりくみ、資源ごみの逆有償を改善されたい。 

３、家庭ゴミの収集業務の民間委託、及び､一般家庭への有料化はしないようにされたい。 

４、ゴミステーションの設置を新規宅地開発では基準を明らかにし、義務づけられたい。 

５、産業廃棄物の減量化計画と事業所への減量指導指針をもたれたい。 

６、廃棄物の不法投棄､野焼きの実態調査を行い不法行為企業への指導を強められたい。 

７、産廃中間処理施設の新設・更新については、地元住民の同意ない場合は、申請を自粛する

よう業者を指導するという立場をまもられたい。医療系産業廃棄物については、関係機関と

連携し処理計画をまず作り、地元の意見をよく聞くまでは許可しないという姿勢を堅持された

い。 

８、 廃棄物処理業者に対する環境汚染防止の指導を強化し、不適正な処理をしている事業  

者に対しては、許可取り消しを含め厳正な対応をされたい。 

９、環境基本計画に数値目標を設定し対策をすすめられたい。 

①地球温暖化ガスの排出抑制のための数値目標値。 

②環境測定地点の拡大 

③大気､土壌､水質､地下水などの環境基準を守るための施策を進められたい。 

④道路公害について特に微粒子物質やダイオキシンの調査を進め、何らかの対策を進め

られたい。 

⑤森林・緑地の保全目標値を設定されたい。 

１0、住友金属と周辺地域との約束を遵守するため、降下粉塵量５トンの環境保全協定を締

結されたい。 

11、公共施設へ太陽光発電を設置するなど、自然環境へ負荷をかけない新エネルギー利用

の促進をはかり､地球温暖化防止や省エネルギー政策への転換を進められたい。 

12、廃プラ中間処理に関する費用については、市が主体性をもって業者と協議されたい。 
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産業部 

１、市内商工者､事業所の悉皆調査をされたい。 

２、中小企業振興条例を策定されたい。中小企業､地場産業の抜本的振興策を作られたい。 

３、住友金属和歌山製鉄所対に対して、若年労働者・正規労働者など地元からの雇用をは

かるよう引き続き要請されたい。 

４、下請け振興法などによる下請け単価が守られているかどうか調査し、市独自に相談窓

口を設け､必要な指導を進められたい。 

５、中小企業制度融資の更なる充実に努められたい。低金利・無担保・無保証人の市直接 

融資制度を創設されたい。 

６、障害者､高齢者の雇用実態を調査し、雇用の促進を図るとともに労働条件の改善を指導

されたい。 

７、 中小企業､小規模零細事業所の労働者の健康管理実態を調査し、働くものの健康増進に努

められたい。 

８、 旧同和対策特別事業として建設された大型共同作業場については、事業主体への貸付や

売却なども含めて市が主体的に検討されたい。 

９、 学校給食の食材に県産米が使われるようになったが、さらに地元農産物を優先的に使うシス

テムづくりをすすめられたい。 

10、 生産緑地制度の実施をふまえ、さらなる周知徹底と制度の充実に努められたい。 

11、 四季の郷公園に、東屋などの日よけ対策、整備をすすめられたい。 

12、 鳥獣害対策について、個人負担の軽減と総合的な対策に努められたい。 

13、 県工事負担金の軽減を県に強くはたらきかけられたい。 

14、雇用創出計画をもち、人員増にふさわしい推進体制づくりをされたい。 

15、和歌山市内で、経済と雇用に大きな影響をおよぼすおそれのあるリストラ計画などに

ついては、市として事前に掌握する努力をされたい。 
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都市計画部 

１、市駅小倉線の早期完成をめざされたい。 

２、有本田尻線（水道路）の拡幅に着手されたい。 

３、六十谷手平線拡幅とＪＲ鉄道高架化に伴う周辺地区の生活環境、商業環境の整備を地

元住民の意向を十分くみあげながら進められたい。 

４、県道大浦街道の歩行者、自転車、車イスの通行の安全対策を県に申し入れられたい。 

５、計画的に公園整備を進められたい。公園の維持管理と清掃は市の責任で定期的に行い

トイレの水洗化と維持管理、ゴミの管理、遊具をはじめフェンスなどの設備維持をき

ちんと行うようにされたい。所々修繕費を増額されたい。 

６、県工事負担金の軽減に努められたい。 

７、中高層建築に関する指導要綱による行政指導が緩和される事のなきよう、努力された

い。 

８、岩橋千塚古墳群を文化財として、また里山としても保存するよう努められたい。 

９、民間住宅の耐震改修については、補助率と補助額を増やされたい。 
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建設部 

１、入札制度は公正・公平で市内業者の適正な競争を確保できる制度へ。公共事業での分

離発注を強力に進められたい。下請け、孫請け業者を末端まで把握し、下請け業者へ

の未払いや建設労働者への給料未払いがおこらないよう、強力な指導体制を確立され

たい。設計価格、予定価格の高価格化を見直しされたい。 

２、県工事負担金の軽減に引き続き努力されたい。 

３、私道の舗装については雨水排水対策をされたい。 

４、市営住宅に若い世代も入居できるように入居基準、所得基準の緩和を国に働きかけら

れたい。 

５、市営住宅の空家修繕の同和住宅への偏向を改めて予算を充実させ、募集戸数を増やさ

れたい。また所々修繕費の増額に努められたい。 

６、市営住宅への中高齢者の独居入居を認められたい。保証人制度は廃止されたい。バリ

アフリー化を進められたい。 

７、高齢者、障害者、母子住宅の供給戸数の抜本的増加に努められたい。 

８、福祉住宅として民間住宅の借り上げ、家賃補助について検討されたい。 

９、老朽住宅の建て替え促進。建て替えに当たっては、規格の見直し、間取りの拡大、風

呂、駐車場の設置などに努められたい。またスライド家賃制の緩和を進め、建て替え

後の公営住宅に住みつづけられるような家賃体系にされたい。 

10、民間住宅の改築や建て替えの際、高齢者･身体障害者向け仕様にする場合、補助制度ま

たは低利の貸付制度を創設されたい。関係部局との協議状況を説明されたい。 

11、旧同和公営住宅の入居方法については、一般公募とされたい。家賃格差を市の主体性

で早期に是正されたい。改良住宅の空き住宅についても一般公募とされたい。不正入

居、家賃滞納を一掃するため、体制を強化されたい。芦原のエレベーター管理委託な

ど法によらない特別な委託料は廃止されたい。 

12、入退居募集、維持・修繕などの民間委託は撤回されたい。 

13、入居募集にあたっては一定回数以上の申し込みを優先的に入居できる制度を検討され

たい。 

14、設計工事完了時の提出書類のうち「建設工事管理指針（社団法人公共建設協会編上下

巻）」の提出は廃止されたい。 
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 下水道部 

１、公共下水道普及に引き続き努め、水路を下水として使用している地域の公共下水の普

及を急がれたい。水洗化率の向上に努力されたい。国庫補助金の獲得に努力されたい。

面整備についても補助対象となるよう働きかけを強められたい。年度内予算の執行率

を高められたい。 

２、公共下水道接続工事申請に当たっての、任意団体での窓口一本化はやめられたい。各

業者から直接受け付けるようにもされたい。 

３、従来より指摘している地区の浸水対策について、抜本的な対策をすすめられたい。 

   有功、直川、上野、貴志、西庄、野崎、中之島、新南、関戸など矢田川水系、山東、

太田、杭ノ瀬、琴の浦、毛見 

４、田中町地下道の冠水対策の進捗状況を明らかにされたい。 

５、公共下水道分流式の雨水対策を確立され、建設部と協力してＬ型側溝に改修するため

年次計画をたて進められたい。 

６、市街化区域内をはじめ下水化した水路について、浚渫、改修など計画的に整備を進め

られたい。水利組合から下水移管の依頼があるものについては早期解決に努められた

い。 

７、私道の認定道路移管に関り、下水道管の市への引き取りも実施されたい。 

８、新堀川の改修を急がれたい。 

９、県工事負担金の軽減に努められたい。 

10、亀の川の改修を県に強く働きかけられたい。 

11、砂山川の改修、安全対策をとられたい。 

12、所々修繕費の増額に努められたい。 

13、施設の耐震化を計画的に実施されたい。 
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 消防局 

１、第三次救急高度化推進計画の進捗率を明らかにされたい。 

２、家庭への消火器設置補助の充実に努められたい。 

３、耐震性防火水槽の計画的増設、消防職員の増員、消火・救急救助体制の増強など災害

対策を抜本的に強められたい。 

４、地区消防団の後継者対策を強められたい。また消防設備に対する全額補助を実施され

たい。 

５、空家火災、木造密集住宅地の火災予防に尽力されたい。 

６、雑居ビルの防災対策を確立されたい。 
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総合防災室 

１、自治会単位で緊急避難場所を確保し、要援護者対策など指導されたい。 

２、避難場所への緊急生活用具と緊急無線を設置されたい。備蓄を拡充されたい。 

３、地区単位での防災倉庫の設置、簡易救助資機材、緊急生活用具の設置をされたい。 
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 教育委員会 

１、少人数学級をすべての学年で実施されたい。 

２、教職員、栄養職員の増員をはかられたい。 

３、市費事務職員の再配置をすすめられたい。 

４、学校図書を増やし、専任司書職員の配置をすすめられたい。 

５、学校施設の耐震改修を前倒しするなど早急に進められたい。  

６、教室への空調設備の設置や男女別トイレへの改修など施設改修を急がれたい。 

７、学校管理費や施設改修費を増額し、不用額を減らし契約差金など有効利用をはかられ

たい。 

８、高校進学時に中学校から提出している補充書を廃止されたい。 

９、学校給食の市職員による自校方式を堅持されたい。 

10、学校給食の食材は地域の農産物を使うシステムづくりをさらに進められたい。 

11、 地域子ども会と母親子どもクラブの補助金交付要綱を市の主体性で格差をなくし整合

性のあるものにされたい。 

12、スケートボード等練習場の設置を急がれたい。 

13、こども科学館は祝祭日も開館されたい。 

14、中学校給食を実施されたい。 

15、児童女性会館の建て替えをすすめられたい。 

16、学童保育について  

①全小学校区で学童保育の実施を前倒しでされたい。 

②若竹学級の土曜日開設は必要であり、実施されたい。長期休暇中は夕方まで開設され

るよう市として対処されたい。そのための条件整備をされたい。 

③人数が超過しているのに学校の都合でこれ以上空き教室が望めない若竹学級は学校

の近隣に施設を増設されたい。また市の公共施設等の活用、特に児童館の活用をはか

られたい。 

④年額５０００円の運営費を、遊具や消耗品､活動費に充てられるように増額されたい。 

⑤指導員の待遇改善を早急に図られたい。社会保険、労災加入をはかられたい。 

17、設計工事完了時の提出書類のうち「建設工事管理指針（社団法人公共建設協会編上下

巻）」の提出は廃止されたい。 
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水道局 

１、漏水対策を強め、有収率向上に尽力されたい。 

２、大滝ダムについては、これ以上の見直しがあっても新たな負担をやめられたい。 

３、大滝ダム負担金の増額による水道料金への転嫁はさけるようにされたい。 

４、紀ノ川大堰事業の補償問題で関係機関との協議において、市水道局からの持ち出しに

ならないようにされたい。取水口のやりかえ工事、取水機能の維持については国土交

通省の責任において、市民生活に支障のないようにするとともに水道料金への転嫁と

ならないようにされたい。 

５、浄水場などの民間委託が始まったもとで、技術の継承が保障されるような体制を局と

して堅持されたい。 

６、入札制度は公正・公平で市内業者の適正な競争を確保できるよう、改善されたい。 

７、未給水地の水道施設整備への一般会計からの繰り入れを検討されたい。 

８、鉛管とりかえは早期に完了するよう、独自の計画をもって推進されたい。 

９、漏水調査にもとづく老朽管の布設がえ、補修工事については、技術職員の確保など、

体制の抜本的な強化で早期解決に向けて努力されたい。 

10、面的整備のための老朽管の布設がえや新規配水管の整備などの財源措置を国・県・市

に働きかけられたい。 

11、新規宅地造成については、管末をつくらないような造成とするよう指導されたい。 

12、河川敷ゴルフ場の農薬などの使用状況と水質検査を実施し、有害物質がチェックでき

るようにされたい。新水質基準での水質検査に対応できる専門家の確保と水質検査の

機器を充実し、日常的な水質管理に努められたい。 

13、紀ノ川の汚濁防止についての対応策（各流入河川・支川の浄化対策）をすすめられた

い。水上モーターバイクなどの規制条例を県に働きかけられたい。 

14、紀ノ川大堰による水質悪化は明らかであり、改善のため大堰の堰開閉に市も参加され

たい。ヨシ原などの保存・再生を要請されたい。 

15、職に応じた専門職員を配置されたい。専門職員の市長部局へのむやみな人事異動はや

められたい。職員の専門研修・技術研修の体系を確立されたい。 

16、高金利の企業債について低利への借り換えをすすめられたい。 

17、安心でおいしい水を守るため真砂浄水は存続されたい。 

18、紀ノ川右岸への浄水場建設は地震対策という点からも大規模化、一点集中型という考

え方を改め多様な方法を検討されたい 
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選挙管理委員会  

１、毛見をはじめ要望のあるところにはできる限り投票所の増設を進められたい。全ての

投票所の入口と出口にスロープを設けられたい。 

２、 全ての障害者､高齢者などの体の不自由な人にも投票の機会がもてるように郵便在宅

投票の対象を拡大されたい。 

３、不在者投票は身体障害者や高齢者など体の不自由な人の利便性が図れる場所で実施さ

れたい。 

４、全ての施設入所者､入院患者にも投票の機会と投票の秘密を保障し、「投票誘導」なき

ように厳正に対応されたい。 

５、選挙人名簿閲覧の際の本人確認については、弾力的に運用されたい。 
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 まちづくり推進室 

１、中心市街地活性化対策について「中心市街地活性化基本計画」を策定後、直ちに市民

に公表し、広く議論する場を設けられたい。 

２、コミュニティバスの運行をまちづくりという観点からも検討されたい。 


